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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第37期

中間会計期間
第38期

中間会計期間
第37期

会計期間
自2024年４月１日
至2024年９月30日

自2025年４月１日
至2025年９月30日

自2024年４月１日
至2025年３月31日

売上高 （千円） 4,874,994 5,255,620 10,018,008

経常利益 （千円） 916,231 696,878 1,457,980

中間（当期）純利益 （千円） 624,003 473,319 2,067,597

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 714,764 714,764 714,764

発行済株式総数 （株） 4,473,400 4,473,400 4,473,400

純資産額 （千円） 10,459,778 11,754,343 11,932,774

総資産額 （千円） 60,598,476 68,717,421 66,685,852

１株当たり中間（当期）純利益 （円） 142.43 107.32 471.08

潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益
（円） 140.79 106.29 465.77

１株当たり配当額 （円） － － 125

自己資本比率 （％） 17.3 17.1 17.9

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 410,794 625,487 1,883,978

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △1,509,523 △3,395,050 △4,240,188

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 80,444 1,781,151 4,105,655

現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高
（千円） 8,784,367 10,563,686 11,552,099

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は記載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、非連結子会社は存在しておりますが、利益基準及び利益剰余

金基準からみて重要性が乏しいため、また、関連会社が存在しないため、記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社にお

ける異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当中間会計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等

のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(１) 財政状態の状況

（資産）

当中間会計期間の末日における流動資産は11,878,527千円となり、前事業年度末に比べ496,139千円減少いた

しました。これは主に納税や配当金の支払などで現金及び預金が940,849千円減少したことによるものでありま

す。

固定資産は56,838,893千円となり、前事業年度末に比べ2,527,707千円増加いたしました。これは主に自社物

件を６棟取得したため、有形固定資産が2,536,132千円増加したことによるものであります。

以上の結果、当中間会計期間の末日における総資産は68,717,421千円となり、前事業年度末に比べ2,031,568

千円増加いたしました。

 

（負債）

当中間会計期間の末日における流動負債は3,990,930千円となり、前事業年度末に比べ136,628千円減少いたし

ました。これは主に１年内返済予定の長期借入金が123,577千円増加したものの、その他の流動負債136,305千円

及び未払法人税等が126,361千円それぞれ減少したことによるものであります。

固定負債は52,972,147千円となり、前事業年度末に比べ2,346,628千円増加いたしました。これは主に長期借

入金が2,425,442千円増加したことによるものであります。

以上の結果、当中間会計期間の末日における負債合計は56,963,078千円となり、前事業年度末に比べ

2,209,999千円増加いたしました。

 

（純資産）

当中間会計期間の末日における純資産合計は11,754,343千円となり、前事業年度末に比べ178,430千円減少い

たしました。これは主に中間純利益473,319千円を計上したものの、配当金の支払551,750千円及び自己株式の増

加101,963千円により純資産が減少したことによるものであります。

 

(２) 経営成績の状況

　当中間会計期間におけるわが国の経済は、雇用・所得環境が改善する中、緩やかな回復が継続しております。

一方で、米国の政策の影響や物価上昇の継続による消費マインドの低下による景気の下振れ圧力については、引

き続き注視が必要な状況です。

　当社の属する不動産業界では、都市部を中心とした高い需要が継続しており、賃貸用不動産においても広いエ

リアで賃料の上昇が続いております。一方で、建築費や人件費の高騰に加え、政策金利の引き上げを背景とする

借入金利の上昇も継続しており、コスト負担が増加傾向にあります。当社では、こうした外部環境を注視しつ

つ、安定的な収益の確保と資本効率性の向上に努めております。

　当社はこのような環境の中、管理獲得のための営業活動に注力し、管理戸数（自社物件除く）は前事業年度末

より541戸増加いたしました。また、新規物件の取得を進め、自社物件戸数は前事業年度末より338戸増加いたし

ました。他方で、役員の退任に伴い退職金を計上したほか、貸出金利の上昇の影響から支払利息が増加いたしま

した。

　以上の結果、当中間会計期間の経営成績は売上高5,255,620千円（前年同期比7.8％増）、営業利益910,166千

円（同13.4％減）、経常利益696,878千円（同23.9％減）、中間純利益473,319千円（同24.1％減）となりまし

た。

　セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

 

① 不動産管理事業

　不動産管理事業においては、管理戸数の増加に伴い管理収入が堅調に推移するとともに、工事売上等その他

の売上も増加したことにより増収となりましたが、人件費をはじめとした経費が増加したことにより減益とな

りました。その結果、売上高は2,074,163千円（前年同期比4.8％増）、営業利益は288,029千円（同0.9％減）

となりました。
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② 不動産賃貸事業

　不動産賃貸事業においては、自社物件６棟（福岡県２棟、京都府、大阪府、滋賀県、愛知県各１棟）を取得

いたしました。当中間会計期間においては、前事業年度に取得した物件が家賃収入の増加に寄与し増収となり

ましたが、新規物件取得に伴う控除対象外消費税等の計上や修繕費等の経費の増加により減益となりました。

その結果、売上高は3,181,457千円（前年同期比9.8％増）、営業利益は622,137千円（同18.2％減）となりま

した。

 

(３) キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ988,412千円

減少し、10,563,686千円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果増加した資金は625,487千円（前年同期は410,794千円の増加）となりました。これは主

に、営業活動によるキャッシュ・フローのその他の減少465,786千円、法人税等の支払額346,136千円などが

あった一方、減価償却費852,431千円、税引前中間純利益699,141千円を計上したことによるものでありま

す。

 

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果減少した資金は3,395,050千円（前年同期は1,509,523千円の減少）となりました。これは

主に、有形固定資産の取得による支出3,357,090千円により資金が減少したことによるものであります。

 

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果増加した資金は1,781,151千円（前年同期は80,444千円の増加）となりました。これは主

に、長期借入金の返済による支出877,980千円、配当金の支払額551,750千円および自己株式の取得による支

出209,800千円などにより資金が減少した一方、長期借入れによる収入3,427,000千円などにより資金が増加

したことによるものであります。

 

(４) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当中間会計期間において、当社の会計上の見積りの方法について重要な変更はありません。

 

(５) 経営方針・経営戦略等

　当中間会計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(６) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当中間会計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありませ

ん。

 

(７) 研究開発活動

　該当事項はありません。

 

(８) 経営成績に重要な影響を与える要因

当中間会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因について重要な変更はありません。

 

(９) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社の資金需要は、自社物件の取得用資金であります。当該資金について、当社は、金融機関からの借入によ

り調達しております。

 

３【重要な契約等】

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行
数（株）
（2025年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2025年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 4,473,400 4,473,400
東京証券取引所　　　

スタンダード市場

完全議決権株式であ
り、権利内容に何ら
限定のない当社にお
ける標準となる株式
であります。なお、
単元株式数は100株
であります。

計 4,473,400 4,473,400 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

2025年４月１日～

2025年９月30日
－ 4,473,400 － 714,764 － 797,166
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（５）【大株主の状況】

  2025年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己株
式を除く。）の総数
に対する所有株式数
の割合（％）

長田　修 京都市伏見区 1,541 35.28

長田　久美子 京都市伏見区 650 14.88

ＯＳＡフィールド株式会社 京都市伏見区向島中島町52 365 8.35

長田　栄臣 京都市伏見区 92 2.11

マネックス証券株式会社 東京都港区赤坂１丁目12-32 86 1.98

楽天証券株式会社 東京都港区南青山２丁目６番21号 72 1.65

浅原　正和 名古屋市名東区 67 1.53

長栄従業員持株会
京都市下京区万寿寺通烏丸西入

御供石町369
51 1.17

山本　光伸 京都市山科区 49 1.14

舩井　渉 京都市右京区 47 1.08

計 － 3,022 69.17

（注）当社は、自己株式を104,032株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2025年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 104,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,365,100 43,651

完全議決権株式であり、権利内容

に何ら限定のない当社における標

準となる株式であります。なお、

単元株式数は100株であります。

単元未満株式 普通株式 4,300 － －

発行済株式総数  4,473,400 － －

総株主の議決権  － 43,651 －

 

②【自己株式等】

    2025年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社長栄

京都市伏見区深草西

浦町三丁目70番地第

５長栄アストロビル

104,000 － 104,000 2.32

計 － 104,000 － 104,000 2.32

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について

当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、金融商品取引法第24条の５第１項の表の第１号の上欄に掲げる会社に該当し、財務諸表等規則第１

編及び第３編の規定により第１種中間財務諸表を作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日

まで）に係る中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。

 

３．中間連結財務諸表について

「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第95条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、

中間連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　　           0.8％

売上高基準　　　　           2.2％

利益基準　　　　　           4.1％

利益剰余金基準　　           4.0％
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１【中間財務諸表】

（１）【中間貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当中間会計期間
（2025年９月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,859,060 10,918,211

売掛金 332,784 245,938

未成工事支出金 19,771 79,441

貯蔵品 14,382 14,479

その他 149,503 621,173

貸倒引当金 △836 △716

流動資産合計 12,374,666 11,878,527

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 27,963,401 29,083,502

土地 25,298,643 26,699,871

その他（純額） 730,973 745,775

有形固定資産合計 53,993,017 56,529,149

無形固定資産 20,448 16,367

投資その他の資産   

その他 301,020 295,680

貸倒引当金 △3,300 △2,303

投資その他の資産合計 297,720 293,376

固定資産合計 54,311,185 56,838,893

資産合計 66,685,852 68,717,421

負債の部   

流動負債   

買掛金 239,634 220,264

１年内返済予定の長期借入金 1,804,886 1,928,463

未払法人税等 377,328 250,966

賞与引当金 82,208 104,039

その他 1,623,501 1,487,195

流動負債合計 4,127,558 3,990,930

固定負債   

長期借入金 46,953,318 49,378,761

役員退職慰労引当金 1,062,306 970,923

資産除去債務 429,416 430,769

その他 2,180,479 2,191,693

固定負債合計 50,625,519 52,972,147

負債合計 54,753,078 56,963,078

純資産の部   

株主資本   

資本金 714,764 714,764

資本剰余金 797,166 799,129

利益剰余金 10,535,543 10,457,112

自己株式 △114,699 △216,662

株主資本合計 11,932,774 11,754,343

純資産合計 11,932,774 11,754,343

負債純資産合計 66,685,852 68,717,421
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（２）【中間損益計算書】

  （単位：千円）

 
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

売上高 4,874,994 5,255,620

売上原価 3,166,904 3,517,011

売上総利益 1,708,089 1,738,609

販売費及び一般管理費 ※ 657,077 ※ 828,442

営業利益 1,051,012 910,166

営業外収益   

受取利息 31 355

受取配当金 9,854 15,504

受取手数料 53,982 56,209

受取保険金 22,376 15,822

補助金収入 14,100 44,763

経営指導料 22,813 22,813

その他 15,543 24,156

営業外収益合計 138,701 179,625

営業外費用   

支払利息 272,607 391,733

その他 874 1,180

営業外費用合計 273,482 392,914

経常利益 916,231 696,878

特別利益   

固定資産売却益 6,860 2,263

特別利益合計 6,860 2,263

特別損失   

固定資産売却損 10 －

特別損失合計 10 －

税引前中間純利益 923,081 699,141

法人税等 299,078 225,822

中間純利益 624,003 473,319
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（３）【中間キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益 923,081 699,141

減価償却費 747,480 852,431

固定資産売却損益（△は益） △6,850 △2,263

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,908 △1,116

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,170 21,831

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,890 △91,382

受取利息及び受取配当金 △9,886 △15,860

支払利息 272,607 391,733

売上債権の増減額（△は増加） 60,824 86,846

未成工事支出金の増減額（△は増加） △14,286 △59,669

仕入債務の増減額（△は減少） △44,053 △19,369

長期前受収益の増減額（△は減少） △32,840 △32,840

未払消費税等の増減額（△は減少） △478,111 △15,735

その他 △328,659 △465,786

小計 1,126,457 1,347,961

利息及び配当金の受取額 9,886 15,860

利息の支払額 △312,727 △392,197

法人税等の支払額 △412,821 △346,136

営業活動によるキャッシュ・フロー 410,794 625,487

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △232,189 △408,323

定期預金の払戻による収入 181,786 360,761

有形固定資産の取得による支出 △1,492,106 △3,357,090

有形固定資産の売却による収入 18,389 2,410

無形固定資産の取得による支出 △1,250 －

保険積立金の積立による支出 △10,163 △21,440

保険積立金の解約による収入 22,315 33,506

その他 3,694 △4,873

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,509,523 △3,395,050

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 1,508,500 3,427,000

長期借入金の返済による支出 △952,536 △877,980

リース債務の返済による支出 △11,301 △15,418

配当金の支払額 △467,718 △551,750

自己株式の取得による支出 － △209,800

新株予約権の行使による自己株式の処分による収

入
3,500 9,100

財務活動によるキャッシュ・フロー 80,444 1,781,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,018,285 △988,412

現金及び現金同等物の期首残高 9,802,653 11,552,099

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 8,784,367 ※ 10,563,686
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【注記事項】

（中間財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税

率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（中間損益計算書関係）

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

役員報酬 99,400千円 96,200千円

賞与引当金繰入額 15,953 14,709

役員退職慰労引当金繰入額 18,890 17,140

貸倒引当金繰入額 91 △116

租税公課 176,008 269,494

減価償却費 25,553 23,158

 

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりで

あります。

 
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

現金及び預金勘定 9,136,926千円 10,918,211千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △352,558 △354,524

現金及び現金同等物 8,784,367 10,563,686

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年６月26日

定時株主総会
普通株式 467,718 107 2024年３月31日 2024年６月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年６月26日

定時株主総会
普通株式 551,750 125 2025年３月31日 2025年６月27日 利益剰余金

 

２．基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

Ⅰ　前中間会計期間（自　2024年４月１日　至　2024年９月30日）

    （単位：千円）

 報告セグメント

調整額

中間

損益計算書

計上額

（注）２ 不動産管理事業 不動産賃貸事業 計

顧客との契約から生じる収益      

管理収入 793,976 － 793,976 － 793,976

工事売上 793,396 － 793,396 － 793,396

その他の売上　（注）１ 282,794 132,242 415,036 － 415,036

計 1,870,167 132,242 2,002,409 － 2,002,409

その他の収益      

家賃収入、マンスリー売上等 108,351 2,764,233 2,872,584 － 2,872,584

計 108,351 2,764,233 2,872,584 － 2,872,584

外部顧客への売上高 1,978,518 2,896,475 4,874,994 － 4,874,994

セグメント間の内部売上高又は振替高 288,026 71,878 359,905 △359,905 －

計 2,266,545 2,968,354 5,234,899 △359,905 4,874,994

セグメント利益 290,648 760,363 1,051,012 － 1,051,012

（注）１．不動産管理事業のその他の売上の内容は、仲介収入、業務委託収入、会費収入、手数料収入等であります。

また、不動産賃貸事業のその他の売上の内容は、家賃収入（水道料）、コインパーキング収入等でありま

す。

２．セグメント利益の合計は、中間損益計算書の営業利益と一致しております。

 

 

EDINET提出書類

株式会社長栄(E37141)

半期報告書

12/17



Ⅱ　当中間会計期間（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）

    （単位：千円）

 報告セグメント

調整額

中間

損益計算書

計上額

（注）２ 不動産管理事業 不動産賃貸事業 計

顧客との契約から生じる収益      

管理収入 835,257 － 835,257 － 835,257

工事売上 826,577 － 826,577 － 826,577

その他の売上　（注）１ 278,118 144,645 422,763 － 422,763

計 1,939,953 144,645 2,084,599 － 2,084,599

その他の収益      

家賃収入、マンスリー売上等 134,209 3,036,812 3,171,021 － 3,171,021

計 134,209 3,036,812 3,171,021 － 3,171,021

外部顧客への売上高 2,074,163 3,181,457 5,255,620 － 5,255,620

セグメント間の内部売上高又は振替高 336,068 75,205 411,273 △411,273 －

計 2,410,231 3,256,663 5,666,894 △411,273 5,255,620

セグメント利益 288,029 622,137 910,166 － 910,166

（注）１．不動産管理事業のその他の売上の内容は、仲介収入、業務委託収入、会費収入、手数料収入等であります。

また、不動産賃貸事業のその他の売上の内容は、家賃収入（水道料）、コインパーキング収入等でありま

す。

２．セグメント利益の合計は、中間損益計算書の営業利益と一致しております。

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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（１株当たり情報）

１株当たり中間純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

 
前中間会計期間

（自　2024年４月１日
至　2024年９月30日）

当中間会計期間
（自　2025年４月１日
至　2025年９月30日）

（１）１株当たり中間純利益 142円43銭 107円32銭

（算定上の基礎）   

中間純利益（千円） 624,003 473,319

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間純利益（千円） 624,003 473,319

普通株式の期中平均株式数（株） 4,381,076 4,410,435

（２）潜在株式調整後１株当たり中間純利益 140円79銭 106円29銭

（算定上の基礎）   

中間純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 51,198 42,613

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

－ －

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の中間財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2025年11月13日

株式会社長栄

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

京都事務所

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 浅 野 　 豊

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 久保田　 裕

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社長栄の

2025年４月１日から2026年３月31日までの第38期事業年度の中間会計期間（2025年４月１日から2025年９月30日まで）に

係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中

レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企

業会計の基準に準拠して、株式会社長栄の2025年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間の経

営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められな

かった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載されてい

る。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定

を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人

は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間財務諸

表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手続

を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度

の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
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・継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら

れると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、

継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間財務諸表に対し

て限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報告書日までに入手し

た証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・中間財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠していないと

信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間財務諸表の表示、構成及び内容、並

びに中間財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評

価する。

 

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 
  
　（注）１．上記の期中レビュー報告書の原本は当社（半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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